
温暖化対策課

計画制度・排出量取引担当

3044

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B12
温暖化対策計画・排出量取引制度推進事業費 総務費 環境費 事業活動地球温暖化対策費

宣言項目 10 新たなエネルギー社会の構築

分野施策 051142 環境に優しい社会づくり

１　事業の概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源

決定額 △4,578 △4,578 10,281

現計額 14,859 14,859

令和 2年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

環境保全推進
費

事 業
期 間

平成22年度～ 根 拠
法 令

埼玉県地球温暖化対策推進条例
埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針

　産業・業務部門の温室効果ガス排出量は県全体の約5
割を占めている。そこで地球温暖化対策計画制度を導入
し、計画書の審査や指導を通じて、ＣＯ2排出量の着実
な削減を進めている。
　また、エネルギーを多量に使用する事業所等に対して
本県独自の目標設定型排出量取引制度を導入し、ＣＯ2
排出量の効果的な削減に努めている。

（１）条例施行費　　　　　　　　　　△  528千円
（２）目標設定型排出量取引制度　　　△4,050千円

（１）事業内容
　　ア　条例施行費　　 　　　　　　　　　　　　　　         　　　　              　　   621千円→    93千円
　　　　制度や計画書作成方法の説明会開催（5回）、事業所立入調査（30件）
　　イ　目標設定型排出量取引制度　　　　　　　　　　　 　　　　　        　　　　　　 14,238千円→10,188千円
　　　　トップレベル事業所認定審査（新規：2件、既存2件）、目標達成・未達成通知の発送（605事業所）
　　　　排出量取引等による目標達成指導（約150事業所）、東京都と連携した検証主任者講習会の開催（3回）、
　　　　排出量削減対策セミナー・排出量取引セミナーの開催（各1回）、
　　　　クレジットのカーボンオフセットへの活用対応（100件）
（２）事業計画
　　ア　計画書制度
　　　　特定事業者から提出された地球温暖化対策計画書を審査する。
　　イ　目標設定型排出量取引制度
　　 (ｱ) 大規模事業所から提出される第2削減計画期間（平成27年度～令和元年度）の検証結果報告書を審査し、
　　　　 各事業所のＣＯ2排出量を確定する。
　　 (ｲ) 自己削減での目標達成が困難な約150事業所に対して、訪問等により排出量取引等での目標達成を指導する。
　　 (ｳ) クレジットを東京オリンピック・パラリンピック競技大会のカーボンオフセット等に活用する。
　　ウ　その他については、事業を継続することで制度を安定化させ、なお一層の削減対策につなげていく。
（３）事業効果
　　ア　地球温暖化対策計画書の提出件数　令和元年度：837事業者、1,229事業所
　　イ　目標設定型排出量取引制度におけるＣＯ2排出量の基準年度に対する削減率
　　　　　平成30年度　第1区分：29％（目標15％）、第2区分：29％（目標13％）
（４）その他
　　　制度説明会等で、令和2年度から始まる第3削減計画期間の制度改正について周知を継続する。
（５）補正予算の概要
　　ア　契約差金による減額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△2,180千円
　　イ　新型コロナウイルス感染症による執行方法の見直しに伴う減額　　△1,253千円
　　ウ　経費節減による減額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△  745千円
　　エ　補助金交付申請が見込みを下回ったことによる減額　　　　　　　△  400千円

　（県10/10）

　普通交付税（包括算定経費）
　（区分）企画費　（細目）環境保全対策費
　（細節）環境保全対策費
　（積算内容）地域の実情に応じた環境保全対策

　9,500千円×5.6人＝53,200千円

補正後の
予算額

― 環境部 B12 ―
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